
村民の皆様へ

新型コロナウイルス感染拡大防止について

会津地方でも連日、多数の感染者が確認され、県内の医療提供体

制は危機的状況にあります。この状態が続けば通常医療をも圧迫し

かねません。

これ以上の感染拡大を抑え込むためにも、会津地方はもとより、

県内全域において人の流れを減少させる必要があります。

村民の皆様には、これまでも感染防止対策に努めていただいてい

るところですが、自分自身と大切な方の命を守るため、県内におい

ても感染拡大地域（会津若松市、いわき市）への不要不急の往来を

控えるなど、各種対策をより一層徹底されますようお願いします。

令和３年５月１２日

昭和村新型コロナウイルス感染症対策本部長

◎心配なことがございましたら、対策本部まで御相談ください。

電話 ０２４１－５７－２６４５【保健福祉課２４時間対応】

◎昭和村国保診療所（発熱等の症状がある場合）

電話 ０２４１－５７－２２５５【平日9:00～17:00】

◎受診・相談センター（かかりつけ医がいない場合）

電話 ０１２０－５６７－７４７【２４時間対応】

昭和村新型コロナウイルス感染症対策本部(保健福祉課）



令和３年５月 福島県新型コロナウイルス感染症対策本部


